
 

  

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

  

 

 
 

 

～（裏面もあります）～ 

イ 令和６年度安全推進員研修会報告 
① 令和７年１月までの事故状況 （福岡県内における５年度との比較、派遣除く） 

事故件数 傷害：116件（▲２９）、賠償１２３件（▲６８） 計２３９件（▲９７） 

傷害事故 （主な原因と令和５年度との比較） 

転倒 ５４→４８件（▲６） ２つで事故の６割を占め、その

うち骨折事故は 7割に上る 墜落・転落 ２６→２０件（▲６） 

※重篤事故２件(死亡・長期〔１８０日以上〕入院)発生 

賠償事故 （主な原因と令和５年度との比較） 

石飛 １１０→７６件（▲３４） ２つで事故の９割を占める。石

飛事故は大幅に減少した 器具用具接触 ３４→２９件 （▲５） 

※事故件数は令和５年度に大幅に上昇したが、６年度は減少に転じました。 

② 「安全就業基準」を厳守した就業を行いましょう。当センターが策定してい

る「安全就業基準」「作業別安全就業基準」を厳守されていれば、確実に傷害

事故や賠償事故は減ってきます。必ず基本に立ち返り、安全就業基準に従っ

て就業するようにしましょう。 

 

発行元  〒816－0843 春日市松ヶ丘１丁目５番地 

公益社団法人 春日市シルバー人材センター事務局 

事務局 NEWS 令和７年度「安全標語」募集 

詳細は 5月号でお知らせします 

ふるってご応募ください！ 

ウ 草刈班特集（一問一答） 
会員の皆さまへ、草刈について理解を深めていただければと、草刈班の 

総班長に話を聞きました。 

Q１．草刈は具体的にどういう作業なの？ 

A． 個人のお家、空き家、公園、遺跡などの雑草を、主に機械を 

使って刈り取って行きます。場所によっては手刈りをしたり 

根を少し残す方が良いかなどを判断して作業します。 

Ｑ２．草刈の就業時間はどのくらい？ 

 Ａ．定時は８：００～１６：００（昼休み 1時間）です。 

Ｑ３．機械を使ったことが無くても大丈夫？ 

 Ａ．初心者の方には機械の使い方を、出来るようになるまで指導します。 

Q4．草刈は他の仕事と兼業できるの？ 

 Ａ．草刈班という班体制の中で、月間の予定表に従って人員を組むので、

その範囲外での兼業は可能です。例えば自転車の移送（３時間程度）の

作業や、違反広告物の回収作業（日曜日のみ４時間程度）等です。 

Q5．草刈班の年齢制限はあるの？ 

 Ａ．年齢は７５歳までとなっていますが、経験者はご相談に応じます。 

Q6．個人で道具を用意する必要はあるの？ 

 Ａ．滑りにくい作業靴、手袋、長袖の作業服、指定した道具、工具箱は用意

をお願いします。詳細は個別にご案内させていただきます。 

草刈班では就業できる方を大募集しています。裏面も合わせてご覧ください。 

ア 令和７年度年会費納付について 
令和７年度の年会費については、４月にお支払いする配分金（３月就業

分）から２,４００円を控除させていただきますので、ご了承ください。 

なお、配分金のお支払い前にセンターへお持ちいただいても構いません。 

また、３月に就業がなかった方や配分金が２,４００円以上ない方、派遣

のみの就業の方には、４月に振込用紙をお送りしますのでＪＡ筑紫春日支店

での納付をお願いします。センターへの持参も可能です。 

 



エ 募集します （応募多数の場合は、まず未就業者の方を優先します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ～（表面もあります）～ 

№ 業態 業 務 内 容 就 業 地 就 業 日 時  間 人 数 備  考 

１ 派遣 介護補助 弥 生 月～金 
 8:00～12:00 

13:00～17:00 
１名 入浴介助あり 

２ 派遣 送迎業務（デイサービス） 松ケ丘 
月～土 

（週５日程度） 

①  8：15～10：15 

② 15：30～17：30 
１名 送迎車両：キャラバン 

３ 派遣 洗車業務 那珂川市 
月～土 

（週３日程度） 
9:30～15:00 １名  

№ 業態 業 務 内 容 就 業 地 就 業 日 時  間 人 数 備  考 

１ 請負 草刈作業【 急 募 】 春日市内 月～金 8:00～作業終了迄 若干名 

草刈班に入って作業していただきます。 

他の就業をされている方でも構いませ

ん。空いている時間を有効活用できま

す。事務局へお問い合わせください。 

２ 請負 剪定作業 春日市内 月～金 8:00～作業終了迄 若干名 剪定班に入って作業していただきます。 

３ 請負 ミネシゲゴルフ場の集球作業 昇 町 毎日（月・水 休み） 
① (12～3月）21:00～22:00  

② (4～11月) 22:00～23:00 
若干名 ① ②とも日・祝は 21:00～22:00 

※ ４月のスマホ講習会は都合に 

より中止となりました。 

次回は５月開催の予定です。 

詳細は５月号でお知らせ 

します。 

 

 

② 「第２回 料理講習会」を実施しました。 

３月１０日(月)いきいきプラザで 

料理講習会が行われました。 

コロナ禍以降初めての会食となり、 

おいしい料理を囲みながら久しぶり 

の交流を楽しみました。 

① 就業報告書を配布（郵送）します。 

新年度の令和７年４月分～９月分の就業

報告書（半年分）を会員の方へ３月下旬ま

でに配布または郵送します。 

※３月中にお手元に届かない場合はセン

ターまでご連絡ください。 


